
 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 ボトルネックと事前対策項目 
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4. ボトルネックと事前対策項目 

本 BCP の中で想定する港湾への被害については第 3 章で検討したが､被災後､港湾機能

を速やかに回復するためには､被災によるボトルネックの抽出と､それに対する事前対策が

重要となる｡ 

本章では､苫小牧港の施設面でのボトルネック､また､被災した際の復旧活動におけるボ

トルネックついて検討を行い､それに対する事前対策項目を検討する｡ 

 

4.1 ボトルネック 

(1) 施設面のボトルネック 

第 3 章で整理した被害に対して､現在の苫小牧港で施設面でのボトルネックについて､

表 4-1 のように抽出する｡ 

 

表 4-1 施設面におけるボトルネック  

西港区 東港区

津波によるガレキ、シャーシ、コンテナ、自動車等が埠頭用地
(ヤード)、臨港道路に散乱することが想定される。

津波によるガレキ、シャーシ、自動車、コンテナ等が埠頭用地
(ヤード) 、臨港道路に散乱することが想定される。

津波によるガレキ、シャーシ、コンテナ、自動車等の漂流物が
航路・泊地に流出することが想定される。

津波によるガレキ、シャーシ、自動車、コンテナ等の漂流物が
航路・泊地に流出することが想定される。

空き地が少なく、ガレキ置き場等の確保ができない可能性が
ある。

ガントリークレーンの電源設備等の被災が想定される。

製油所などで火災が発生し、船舶の航行を阻害する可能性
がある。

その他

その他

耐震強化岸壁以外の岸壁の被災が大きいことが想定され
る。

耐震強化岸壁以外の岸壁の被災が大きいことが想定され
る。

港湾施設が老朽化していることから、被害が拡大する可能性
がある。

ガントリークレーンが脱輪することが想定される。

その他 その他

ケース1：地震被害軽微、津波被害甚大　ケース2：地震被害甚大、津波被害なし

ケース1

ケース2
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(2) 復旧活動におけるボトルネック 

被災時の復旧活動を想定し､図 4-1 で示した復旧活動フローをもとに､復旧活動中にボ

トルネックとなる項目について抽出する 

 

 

②緊急点検、復旧方針の決定

①初 動 体 制 の 構 築

③応急復旧、貨物の受入体制の構築

④輸 送 の 開 始

各関係者は災害発生後､始めに確実な避難や二次
災害防止等の安全確保､初動体制の構築を行う。
次いで､施設や人材等の被害状況を把握する。

各関係者が被害調査の結果を持ち寄り、情報を共
有し､その情報をもとに､緊急物資輸送と一般貨物
輸送の再開に向けた応急復旧方針を決定する。

関係者は、応急復旧方針に従い､緊急物資輸送と
一般貨物輸送の再開に向けて､それぞれの応急復
旧活動を実施する。

ボトルネック

・被災を想定した行動計画がない
・連絡方法が明確化されていない

など

・指揮系統が明確化されていない
・点検手順が明確化されていない
・情報を共有する方法が明確化さ
れていない

など

・何を実施するか､手順が明確化
されていない
・荷物の受け入れ態勢が取られて
いない

など

 

図 4-1 災害時の復旧活動フローとボトルネック  
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4.2 ボトルネックに対する事前対策項目 

(1)事前対策項目 

 4.1 で抽出したボトルネックに対して､災害が発生する前に行っておくべき事前対策項

目､実施主体､及び対応目標時期などについて検討する｡ 

 

(2)実施主体 

 行政機関､民間団体､民間企業の中で､事前対策項目を実施する主体について整理した｡ま

た､表 4-2 のように､事前対策項目への関連度を分類する｡ 

 

表 4-2 事前対策項目実施主体分類  

分  類 実施主体の役割 

◎ 主体的に実施する団体 

○ 協力する団体 

△ アドバイスなど間接的に関わる団体 

 

(3)対応目標時期 

 事前対策項目の対応完了目標について､表 4-3 のように定義｡ 

 

表 4-3 対応目標時期分類  

分  類 実施主体の役割 

短中期 

5 年以内を目標として実施する項目 

(ただし一覧表のえんじ色で示す項目については､2～3

年以内を目途に実施する項目) 

長期 対応に 5 年以上必要な項目 

今回の BCP で検討 本 BCP を策定する中で検討する項目 

 

 

4.3 ボトルネック･事前対策項目一覧 

 ボトルネックとそれに対応する事前対策項目については､実施主体､対応目標時期などと

合わせて､一覧表形式でまとめたものを表 4-4 に示す｡ 

 本 BCP の関係者は､定められた対応目標時期までに､事前対策項目の実施が完了するよ

う努力する｡ 
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表 4-4  ボトルネック･事前対策項目一覧  

西
港区

東
港区

NO. 内容 NO. 内容

北

海

道

開

発

局

室

蘭

開

発

建

設

部

北

海

道

開

発

局

苫

小

牧

港

湾

事

務

所

苫

小

牧

港

管

理

組

合

苫

小

牧

海

上

保

安

署

函

館

税

関

苫

小

牧

税

関

支

署

北

海

道

運

輸

局

苫

小

牧

海

事

事

務

所

横

浜

植

物

防

疫

所

室

蘭

･

苫

小

牧

出

張

所

札

幌

入

国

管

理

局

千

歳

苫

小

牧

出

張

所

苫

小

牧

市

厚

真

町

道

央

船

主

協

会

苫

小

牧

港

エ
ー

ジ
ェ

ン

ト

会

フ
ェ

リ
ー

各

社

苫

小

牧

タ

グ

セ

ン

タ
ー

北

海

道

港

運

協

会

苫

小

牧

支

部

苫

小

牧

港

二

水

会

苫

小

牧

地

区

倉

庫

協

会

苫

小

牧

水

先

区

水

先

人

会

外

貿

コ

ン

テ

ナ

事

業

協

同

組

合

苫

小

牧

建

設

協

会

苫

小

牧

漁

業

協

同

組

合

苫

小

牧

埠

頭

(

株

)

(

株

)

苫

東

苫

小

牧

港

開

発

(

株

)

出

光

興

産

㈱

北

海

道

製

油

所

荷

役

機

械

メ
ー

カ
ー

短
中
期

長
期

1-1 情報連絡体制の構築 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 〇 △ ☑

1-2 他地区の関係者との相互支援の構築 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ☑
2-1 各団体の被害調査方法の検討・マニュアル等の作成 ○ ◎ ◎ △ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☑
2-2 各団体の避難方法の検討、参集方法の検討 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☑

○ ○ 3
・必要機材が確保されていないと、被害調査着手の遅れにつな
がる。

3 調査に関わる資機材の確保 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ ☑

○ ○ 4
・必要な情報が明確化されていないと、適切に応急復旧方針を
決定することができない。

4 情報発信方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5-1 情報連絡体制の構築 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5-2 参集場所の検討 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○ ○ 6
・応急復旧の手順が明確化されていないと、復旧に時間を要す
る。

6 応急復旧方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ☑

○ ○ 7 ・必要資機材が確保されていないと、復旧に時間を要する。 7 復旧に関わる資機材の確保の方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ☑

○ ○ 8
・各関係者は、円滑に応急復旧作業を実施するため、各関係者
が自組織の役割を理解し自組織のBCP、災害対応マニュアル等
に反映する必要がある。

8 各関係者におけるBCPの策定 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☑

○ ○ 9 ・遅れると、復旧全体の遅れにつながる。 9 方針決定方法の検討 ○ ◎ ◎ △ △ △ △ △ ☑

○ ○ 10
・決定すべき内容、役割分担が明確化されていないと、応急復
旧方針決定の遅れにつながる。

10 応急復旧に関わる役割分担の検討 ○ ◎ ◎ ○ ☑

○ ○ 11
・岸壁の使用可否が明確化されていないと、応急復旧方針決定
の遅れにつながる。

11 岸壁の調査点検マニュアルの作成 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

12-1 復旧資機材の確保の方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ☑

12-2 埠頭用地の復旧方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ☑

13-1 復旧資機材の確保の方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ☑

13-2 流出防止対策の検討 ○ ◎ ◎ ○ ○ ☑

○ 14 ・空き地が少なく、ガレキ置き場等の確保ができない。 14 ガレキ置き場の確保方法の検討 ○ ○ ◎ ○ ○ ☑

○ 15
・製油所などで火災が発生し、船舶の航行を阻害する可能性が
ある。

15 火災発生時の対応方法の検討、対応マニュアルの作成 △ △ ◎ ◎ ○ ○ ☑

○ 16 ・ガントリークレーンの電源設備等の被災が想定される。 16 電源設備の浸水対策の検討 ◎ ○ ☑
17-1 耐震強化岸壁以外の岸壁の応急復旧方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ☑
17-2 耐震強化岸壁の活用方法の検討 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☑

○ 18
・港湾施設が老朽化していることから、被害が拡大する可能性
がある。

18 老朽化施設の維持・補修又は施設の更新 ○ ◎ ◎ ☑

○ 19 ・ガントリークレーンが脱輪することが想定される。 19 ガントリークレーン以外の荷役方法の検討 ◎ ◎ ◎ ○ ☑

○ ○ 20 ・受入体制が確保されていないと、港湾に貨物が滞留する。 20 緊急物資貨物の荷役方法･受入体制の検討 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☑

○ ○ 21
・道路啓開や、輸送手段、集積場所等の確保と調整に時間を要
する。

21 緊急物資輸送方法の検討 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ☑

22-1 輸送業者との協定の締結 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ☑
22-2 荷役機械の確保方法の検討 ◎ ○ ☑
22-3 燃料の確保方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ○ ☑

○ ○ 23
・暫定供用となるため、安全に入港・荷役するための留意点が
明確化されていないと、調整に時間を要する。

23 岸壁・航路・泊地の暫定水深時における利用方法の検討 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ☑

○ ○ 24
・港から配送拠点までの輸送ルート等が明確化されていない
と、調整に時間を要する。

24 輸送体制の検討 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ☑

○ ○ 25
・被災貨物の撤去後の保管場所が確保されていないと、復旧に
時間を要する。

25 漂流物・被災貨物の保管場所の検討 ○ ○ ◎ ◎ ○ ☑

26-1 被災船舶の撤去手続き ◎ ◎ ○ ☑
26-2 被災船舶の撤去方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ○ ☑

○ ○ 27
・被災コンテナの撤去後の保管場所が確保されていないと、復
旧に時間を要する。

27 漂流物・被災貨物の保管場所の検討 ○ ○ ◎ ◎ ☑

○ ○ 28
・個々のコンテナの所有者が多様なため、被災コンテナの処理
に時間を要する。

28 被災貨物の撤去手続き、撤去方法の検討 ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ☑

○ ○ 29
・荷役可能な条件が明確化されていないと、調整に時間を要す
る。

29 船舶受入条件の検討 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☑

○ 30
・コンテナバース・ガントリークレーンの使用可否が明確化さ
れていないと、応急復旧方針決定の遅れにつながる。

30 被害調査方法の検討・マニュアルの作成 ◎ ○ ○

○ 31
・代替クレーンの確保について事前準備ができていないと、調
整に時間を要する。

31 代替荷役機械の検討 ◎ ○ ○ ○ ☑

○ 32
・交換部品の確保、修繕方法等が明確化されていないと、復旧
に時間を要する。

32 荷役機械メーカーとの協定の締結 ◎ ○ ○ ☑

○ ○ 33
・機械メーカーなどとの修繕方法の確認・調整に時間を要す
る。

33 電気設備会社等との協定の締結 ◎ ○ ☑

○ 34
・荷役可能な条件が明確化されていないと、調整に時間を要す
る。

34 コンテナ船の受入条件の検討 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ☑

○ ○ 35
・荷役可能な条件が明確化されていないと、調整に時間を要す
る。

35 フェリーの受入条件の検討 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ☑

○ ○ 36 ・遅れると、復旧全体の遅れにつながる。 36 航路・泊地啓開方法の検討 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ☑

○ ○ 37
・決定すべき内容、役割分担が明確化されていないと、航路・
泊地啓開方針決定の遅れにつながる。

37 応急復旧に関わる役割分担の検討 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ☑

○ ○ 38
・岸壁の復旧における優先順位、これに伴い必要となる航路・
泊地啓開の範囲、暫定水深等の決定において調整に時間を要す
る。

38 入港条件の検討（暫定供用含む） ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☑

○ ○ 39 ・指揮命令系統が統一されていないと、現場が混乱する。 39 情報連絡体制の構築 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 40
・入港許可の条件を理解して啓開されていないと、手戻りが発
生する恐れがある。

40 航路・泊地の安全確認方法の検討 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ☑

○ ○ 41 ・遅れると、復旧全体の遅れにつながる。 41 道路啓開の方法の検討 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ☑

○ ○ 42
・決定すべき内容、役割分担が明確化されていないと、道路啓
開方針決定の遅れにつながる。

42 応急復旧に関わる役割分担の検討 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ☑

○ ○ 43
・放置車両やガレキの集積場所など啓開方法が明確化されてい
ないと、復旧に時間を要する。

43 被災貨物の保管場所の検討 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ☑

○ ○ 44 ・指揮命令系統が統一されていないと、現場が混乱する。 44 情報連絡体制の構築 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

<対応目標時期> <凡例>

 ･短中期 … 5年以内　　･長期 … 5年以上  ･短中期のうち､2～3年以内に実施完了を目指すものは､

実施済
(本BCPで検討済)

実施済
(本BCPで検討済)

実施済
(本BCPで検討済)

対応目標時期

・作業員、荷役機械、燃料等が確保されていないと、輸送体制
が確立できない。

・津波によるガレキ、シャーシ、コンテナ、自動車等が埠頭用
地（ヤード）、臨港道路に散乱することが想定される。

○ 13

26
・被災船舶の撤去に関わる権利者、作業者、作業内容が明確化
されていないと、被災貨物の処理に時間を要する。

○

・津波によるガレキ、シャーシ、コンテナ、自動車等の漂流物
が航路・泊地に流出することが想定される。

緊急物資輸送に向けた調整

緊急物資受入体制の確保

大項目

事前対策項目

実施済
(本BCPで
検討済)

・遅れると、復旧全体の遅れにつながる。

・遅れると、応急復旧活動全体に波及する。

・電話やインターネット等の通信手段が途絶することが想定さ
れる。

支援要請 ○ ○ 1

被害調査
○ ○ 2

○ ○ 12

連絡・情報共有
○ ○ 5

○ ○ 22

港湾施設の
ボトルネック

ケース1

被災貨物の撤去
○

道路啓開方針の決定

コンテナ船の受入に向けた調整

フェリーの受入に向けた調整

航路・泊地啓開方針の決定

応急復旧方針の決定

ガントリークレーン

電気設備

被災コンテナの撤去

ケース2

◎：主体的に実施する団体、◯：協力する団体、
△：アドバイスなど間接的に関わる団体

応急復旧

航路･泊地の安全確認

輸送体制の確保

船舶の受入に向けた調整

○

・耐震強化岸壁以外の岸壁の被災が想定される。○ ○ 17

対象 ボトルネック 実施主体

実施済
(本BCPで検討済)

で示す。 ･実施済(本BCPで検討済)については､ で示す。

 


